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 会議・研修会等に参加される皆さまにおかれましては、以下のとおり十分な新型コロナウイルス感染症

対策を講じていただきますよう、ご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

 

 Ⅰ 会議・研修会等に参加される前に 

  関係者・参加者が以下の事項に該当する場合は、参加を控えていただくようお願いします。 

   １ 体調が思わしくない場合（感染及び感染が疑われる以下の症状がある場合）。 

     平熱を超える発熱・咳・のどの痛み・倦怠感（だるさ）・息苦しさ・味覚や嗅覚の異常 

   ２ 同居家族や職場の同僚等に感染が疑われる方がいる場合。 

   ３ 同居家族や職場の同僚等に濃厚接触者として 1週間の健康状態観察中の方がいる場合。 

   ４ 過去 1 週間以内に海外（感染流行国）又は国内の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の

地域へ旅行・出張した場合。 

   ５ 過去 1 週間以内に海外（感染流行国）又は国内の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の

地域在住者と濃厚接触がある場合。 

 

 Ⅱ 会議・研修会等に参加中の対策について 

  参加中は、以下の事項についてご理解・ご協力をお願いします。 

□ １ マスクを着用し、咳エチケットの励行をお願いします。 

□ ２ 入館及び受付時には、手洗いの徹底・アルコール消毒液による手指消毒及び検温をお願い     

します。 

□ ３ 入退場時及び休憩時間や待合場所等における三密（密閉・密集・密接）を避けるとともに、 

交流等においても極力控えるようお願いします。 

□ ４ 会場では、指定された座席への着席又は対人との間隔(2m程度)を確保して着席願います。 

□ ５ マスクを外しての大きな声での会話は、控えるようお願いします。 

□ ６ ごみは、所定の場所に捨てるか、その日のうちに必ず持ち帰るようお願いします。 

□ ７ 感染防止のため、主催事務局が決定する措置等を遵守ください。 

    

 Ⅲ 会議・研修会等の終了後について 

    会議・研修会等の終了後、1週間以内に感染及び感染が疑われる症状が発生した場合は、速やか

に当協会までご連絡ください。また、他の関係者や参加者、講師へ当該情報を提供する場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。 

 

 なお、上記については、今後の感染状況や国・県の動向を踏まえて適宜見直しする場合があります。 
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